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障害者差別解消法、社会に求められる“合理的配慮”とは？ 

大野更紗×近藤武夫×荻上チキ        シノドスジャーナル 2016年 5月 23日 

障害を理由にした不当な差別を禁止し、当事者からの要望には負担が重すぎない範囲で

“合理的配慮”が求められる「障害者差別解消法」が 4月から施行された。 “合理的配慮”

とは何なのか？これから社会が考えるべきことは。差別禁止部会の骨子策定に委員として

参画した大野更紗氏と、教育現場における障害者への合理的配慮を研究・実践する東大先

端研准教授・近藤武夫氏が解説する。2016 年 04 月 04 日放送 TBS ラジオ荻上チキ・

Session-22「障害者差別解消法が施行。“合理的配慮”には『建設的対話』が必要」より抄

録。（構成／大谷佳名） 

「元気そうですね」 

荻上 ゲストをご紹介いたします。政府の障害者政策委員会差別禁止部会で委員を務めら

れた、大野更紗さんです。よろしくお願いします。 

大野 よろしくお願いします。 

荻上 そして東京大学先端科学技術研究センター准教授の近藤武夫さんです。よろしくお

願いいたします。 

近藤 よろしくお願いします。 

荻上 近藤さんは普段どのようなご研究をされているのですか。 

近藤 主に教育の現場で、障害のある当事者の方がどのようなツールやシステムを使って

参画していけるのか、実証に基づいたさまざまな調査研究を行っております。何が「合理

的配慮」に適用されるのかはケースバイケースで、この障害にはこの配慮、という答えが

あるわけではありません。 

それを差別解消法が施行される以前にさまざまな現場で試してみて、結果としてどのよ

うな問題が起こるのか、本当にその配慮ができないことなのか、あるいはコストの面、シ

ステム面の問題など、子どもたちと一緒に多角的な検証を行っています。 

荻上 以前、この番組でも発達障害のある児童がタブレット PCを使うことにより授業に参

加できるケースをご紹介しました。そうした事例について、どういったソフトがあれば参

加できるのか、導入にはどれくらいお金がかかるのかなど、一つ一つ研究されているんで

すね。 

近藤 はい。タブレット PCを用いた学習支援を行う「魔法のプロジェクト」を運営されて

いる方々や、東大先端研の中邑賢龍先生とは同じチームで研究を行ってきた経緯がありま

す。 

荻上 なるほど。大野さんは難病当事者になって何年目ですか？ 

大野 発症してから 7年経過しました。 

荻上 大野さんはどういった症状でしたでしょうか。 

大野 「自己免疫疾患」と呼ばれる、人間の自己免疫のシステムが不調をきたすことで発

症する病気です。 

荻上 移動の場合は杖をついたり、電動車椅子も利用されていますよね。難病の影響で、



歩行が難しくなるという障害もでているということですか。 

大野 そうですね。難病の方は一人一人症状が異なり、疾患も 5,000〜6,000ほどと種類が

多いので、個別ニーズが無数にあります。難病の方に共通の生活困難性は、傍目から見て

困難な病気であると分かりにくい、あるいは特殊な医療ニーズに関連する事項でお困りに

なられる方が多くいらっしゃいます。 

また症状が良くなったり（寛解）悪くなったり（再燃・増悪）を短期間のうちに繰り返

すという特徴もあります。患者さんのインタビュー調査などにおける共通の傾向は、皆さ

ん人前に出るときはお薬を飲んでその日のために調整をされていたり、職場に出るために

家ではずっと休んで過ごしたり、インフォーマルな部分で人知れず頑張ってらっしゃる。 

ですから、外出して人前に出たときは「元気そうですね」と声をかけられる。でも自宅

ではベッドに倒れ込んでいたり、あるいは特殊な医療へのアクセスに日常の時間を費やし

たり、一人で孤独に疾患に関連する辛い思いを経験する。難病の方には、社会には伝えづ

らいニーズを持っている方が多いです。 

荻上 さきほどから Twitterでも「大野さんの声を聞いて元気そうでよかった」というコメ

ントが来ていますが、大野さんもその時によって体調が大きく変わることもありますよね。 

大野 最近、1日 6回くらい「元気そうですね」とお声をかけて頂いた事がありました。 

荻上 1日に６回も！ 

大野 みなさん「難病」と聞くと寝たきりで指一本動かせないというような状態を思い浮

かべるのかもしれません。人前に出て、例えばこうしてラジオで話しているというだけで

も、随分元気そうだという印象が持たれるようです。 

専門的で特殊な医療に常時アクセスをして、あるいは一部ケアの社会制度を使って、な

んとか日常生活を維持していくことと、実際に社会参画をしていく、就労していくことの

間には、大きなグラデーションがあります。その間で患者さんは社会生活上の障壁に直面

して苦慮される。だからこそ、合理的配慮は難病の患者さんにとって味方になり得るツー

ルだと思っています。 
大野氏 

差別禁止アプローチと合理的配慮 

荻上 そうですね。ではさっそく、この障害者差別解消

法とはどのような法律なのでしょうか？ 

近藤 非常に重要なポイントとなるのは、障害のある人

の不当な差別的取り扱いを禁止しているという点です。

「解消」という言葉を使っていますが、基本的には障害

者差別を禁止するという法律になっています。 

荻上 もともと議論されているときには「禁止法」となっていましたよね。 

近藤 はい。基本的に、この法律でとられているアプローチは、国際的に「差別禁止アプ

ローチ」といわれているものです。障害だけに限らず、とくにアメリカでは歴史的に外国

人差別、宗教差別など、さまざまな差別禁止アプローチがとられてきました。 

また、年齢差別もあります。アメリカでは履歴書に年齢を書きませんし、人種差別も禁

止しているので写真も貼りません。その職業に対して能力が見合っているかだけで判断し

ます。そうした差別禁止の大きな流れが背景にあります。 

そしてもう一つ、今回の法律で特徴的なのは、「合理的配慮」という考え方を導入したこ

とです。よく「公平性」「平等性」が大事だといわれますよね。たとえば教室で平等に学び

ましょうというと、みんな同じ紙と鉛筆を使って勉強することをイメージしてしまいます。

しかし、紙が見えない視覚障害の人がいたら、紙を使うという平等な取り扱いが壁になっ

てしまう。鉛筆を持てない肢体不自由の人がきたら、鉛筆を使うことが壁になってしまう。 

本当に平等にしなければならないのは、みんなが授業に参加して学べる機会を得ること

なのです。ただ、そのための手段である取り扱いの部分が細く取り沙汰されたり、それで

平等・不平等と言われてしまうことがある。ですから、障害を理由として必要になった個



別に異なる取り扱いは、合理的な範囲であれば認めてしまいましょうと。それが合理的配

慮といわれます。 

荻上 形式的に、30人子供がいるから鉛筆を 30本用意したら平等だ、というのではなく、

そのうちの一人に iPadや点字ライターを与えても、授業に参加できるという結果が平等で

あればよいということですね。 

近藤 それがあと何年後かには当たり前のことになって、保障しなければならないものの

本質をみんなで共有できるようになればいいと思っています。 

荻上 合理的配慮の対義語となる言葉もいくつかあると思います。一つは、単に「無配慮」

ですよね。視覚障害の人が一人いるのに、全員に鉛筆と紙だけ渡して、「はい、みんな同じ

でしょ」というのは一見平等かのように見えてしまいますが、無配慮にあたります。 

一方で、「非合理的な配慮」というのも考えられます。無茶な配慮はさすがに求めていない

ということは、この法律の一つの本質だと思います。そこで伺います。合理的か否かとい

う線引きはどう考えればよいのでしょうか。 

近藤 基本的に何が合理的なのかは定められていません。合理的配慮という言葉が最も古

くから使われているのはアメリカですが、もとの言葉は「リーズナブル・アコモデーショ

ン」です。リーズナブルは筋が通っている、アコモデーションは便宜をはかる、変更する、

調整することを意味します。 

たとえば視覚障害者に点字の資料を渡したとして、アメリカ人の方に「これって合理的

配慮だよね」と聞くと、きっと彼らは「ケースバイケースかな」と答えます。彼らがよく

使うのは「It depends.（時と場合による）」という言い回しです。つまり、視覚障害者＝点

字が合理的、ということには当事者の自己決定が欠けています。 

荻上 点字の読めない視覚障害の方や、手話がわからない聴覚障害の方はたくさんいるわ

けですからね。 

近藤 その通りです。ベースになるのは、リーズナブルだとみんなが感じたことが合理的

配慮になるということです。ですから、障害のある当事者の側が「自分はこれが合理的だ

と思うが、どうだろうか」と言って、それを提供する側も筋が通っていると納得した時が、

いわゆる合理的配慮が成立した時と言えるわけです。 

荻上 その配慮が当事者のニーズと合うかどうか、コミュニケーションをしっかり成立さ

せるためにも重要な概念になるわけですね。 

僕も大野さんと出会いたてのころに、車椅子を勝手に押そうとして止められたことがあ

るのを覚えています。大野さんの使っている車椅子は自分で操縦ができるタイプの電動車

椅子なのですが、段差があったので押した方がいいのかなと思い、断りなしに後ろに立っ

て持とうとしたら「押さなくていいんですよ」と断られたんです。 

僕の中では、車椅子の方は段差に困るだろうからサポートをしてあげなきゃという勝手

な配慮があったのですが、電動車椅子だから少し助走をつければ小さな段差は超えられる

し、それを後ろからぐーんと押されてしまうと、かえって危険になってしまうこともある

んですよね。当事者性が重要になることを学んだ、一つのケースだったと思います。 

まずは自分のニーズを伝える 

荻上 この障害者差別解消法、大野さんも策定の過程に参画されていたと思います。この

法律に求められているものは何だとお感じになっていますか。 

大野 この法律では「差別」は法的概念として捉えられています。差別解消法が規定する

差別には、現時点では大きく分けて二つの段階があります。第一段階目は、障害を理由と

した不当な差別的取り扱いの禁止です。たとえば、精神障害者だからこのお店には入って

はいけませんとか、知的障害だからこのアパートには入居できませんといった、不当な差

別的取り扱いをすることを、国や地方公共団体、および全ての事業者に対して禁止してい

ます。 

第二段階目は、合理的配慮の提供です。この法律では、個別のニーズにあった合理的配

慮を提供しないことは差別に該当すると定義しています。アメリカで ADA 法が成立した



1990 年代以降、障害領域の差別禁止アプローチの法整備が国際的に展開される中で、理論

的発展を遂げてきた新しい概念を適用した画期的な法律と言っていいと思います。 

荻上 今回、合理的配慮について国や地方自治体などの公的機関に対しては法的に義務付

け、民間企業に対しては努力義務となります。ただし、民間企業の場合でも政府から報告

を求められても従わない場合や、虚偽の報告を行った場合には過料＝罰金が科されるとさ

れています。 

合理的配慮とは、サポートをしないで放置しておくことも本人のアクセス権限を奪って

いるという気づきをもたらしてくれる概念なのですね。 

今日はさまざまな当事者の方からいろいろな質問が来ております。 

「私は発達障害の診断を受けて、障害者枠での就労を目指しています。障害者差別解消

法の話は就労支援施設で聞きましたが、合理的配慮の意味がよく分かりませんでした。法

律の施行を受けて、精神障害や発達障害の人にはどのような影響があるのでしょうか。」 

近藤 日本では発達障害に対してすごく特徴的な理解をされていて、発達障害＝コミュニ

ケーションが苦手、感覚が少し過敏、と言われたりします。文科省が平成 24年に行った調

査では教室の 6.5％は発達障害の人がいるとされていますが、そのうちコミュニケーション

が苦手あるいは感覚が機敏な方は 1％ほどに止まります。 

実際に比率として多いのは学習障害と言われる障害です。読んだり書いたり計算するこ

とが苦手という特徴があります。あるいは、ADHD という注意の障害です。注意を集中し

続けることが苦手だったり、逆に集中し過ぎてしまって「過集中」と言われる状態になり、

他の作業に移ることが苦手で、ものすごく疲れきってしまう障害です。つまり、たんに発

達障害を背景としてもどのような困難があるのかはかなり多様です。 

私は「DO-IT Japan」という、障害のある小中高大学生を全国から集めて支援の提供を

行うプロジェクトをやっています。昨年では、「アウトリーチプログラム」という情報提供

を行うプログラムに 600 人ほどの参加者があり、その中で一番多かったのは発達障害の子

どもたちでした。そして 600 人のうち 250 人くらいは「書字の困難さがある」と言ってい

ました。 

よくよく聞いてみると、診断としては広汎性発達障害とか、自閉症スペクトラムという

名前を持っていると。ただ、肢体不自由はないけど、鉛筆で字を書くのが難しいという方

がすごく多かったんです。そうした人たちは鉛筆で字を書くことには機能的な制限がある

ので、まずは「タブレットなど別のツールを使うことを合理的配慮として認めてもらいた

い」と学校側に働きかけていく。そこから、本当に合理的配慮として認められるかどうか

という議論はスタートするのだと思います。 
近藤氏 

荻上 鉛筆を握れないからといって勉強ができないわ

けではない。他の手段を使えばできる場合には、そこ

を合理的配慮でつなげていく議論になるわけですね。 

ただ、同じ発達障害という病名でも、鉛筆は握るこ

とができるが雑音の処理が苦手という児童もいます。

その場合には、イヤーマフなどのノイズをキャンセル

する道具を使って登校することを認めてくれと主張し

ます。そうすると、周りから「なんでヘッドホンで音楽を聴いているんだ」と言われるか

もしれないけど、それは誤解なんだと説明さえすれば、あとは特に配慮はいらない場合も

あるなど、人によって様々です。 

同じ障害名の人でも、人によってもさまざまな困難さがあるので、その人の特徴にあわ

せて配慮をするのが合理的配慮というわけですよね。 

近藤 そうです。たとえば今のメールの場合は就労に関することなので、該当する法律と

しては、4月に施行される「改正障害者雇用促進法」があります。これも障害者差別解消法

と同じく、国連の権利条約に基づいて作られたものです。この法律に基づいて職場に直接、



対応を求めて行かれる必要が出てくるかなと思います。 

荻上 今のメール、大野さんはいかがお感じになりますか。 

大野 私は今、大学院で難病に関する医療社会学の研究をしています。大学から合理的配

慮の提供を受けなければ、研究を進めていくことができない場面がたくさんあります。そ

のときに私自身も大学のさまざまな部署、一つ一つの担当の方々に具体的な配慮を求めて、

交渉していく必要があるんです。 

荻上 たとえばどのような配慮が必要ですか？ 

大野 大学図書館を例に挙げてみます。書架が高くて車椅子では届かない、書架の間が狭

くて車椅子が通れないような場合には、閲覧したい資料をリストにしてお渡しし、職員の

方に取ってきていただくという個別対応のルールを設けています。複写等、身体に障害が

ある人には使いづらい機器については、資料の種類（書籍か、雑誌かなど）や貸借の形態

によって、個別にルールを策定していただいています。まずは本人が、「自分にはこういう

ニーズがあります」と機関側に開示・提示していくことが必要です。 

今、大学のバリアフリーマップを大学の機関側の方々が作成して下さっているのですが、

作成作業に参加しています。支援側の方々が勝手に作るのではなくて、一緒に大学の中を

細かく見て歩いて、車椅子での通行が危険な段差がどこにあるのか、坂道の斜度はどうか、

全ての教室への動線は確保できるか、トイレやリフトは実際に使用できる状態なのか、地

道に確認しました。 

学内のピクトやマークは、ロービジョン（弱視）の学生さんに実際に見て頂いて、判別

のしやすい色や形に変えています。車いすでも動線が確保しやすいように、自動ドアの設

置を改修計画に入れて頂いて段階的に増やしています。大学の改修工事がある時は大学の

機関側の方と工事中の現場にお邪魔して、設計担当の方にお会いしたりもしました。お互

い歩み寄って一緒に行動して、初めてその場に必要な配慮は具体的に何なのかがわかるこ

とが多いですね。 

荻上 「こんな障害があるので何とかしてほしい」と言われたときに、そんなのは対応で

きないと拒否モードで応じるのではなくて、何をすべきなのか一緒に考えていこうと方向

づけてくれたのが、今回の法律になるわけですね。 

その先でどういったゴールにたどり着くのかは職場や学校のキャパシティーにもよりま

すが、たとえば図書館を改造することはできないけど、人が取ってくるように対応しまし

ょうとか、本棚を少し動かして間隔を空けましょうとか、可能な対応を考えていくのがこ

の法律の趣旨だということですね。 

大野 当事者の方がたった一人で大学機関側全体と交渉するのはハードルが高いと思いま

す。ただ、この法律ができたことによって、法的な裏付けが確立しました。実際に後押し

になっているなと実感しています。 

みんなに等しい機会を保証すること 

荻上 今日は当事者の方からもたくさんメールをいただいております。 

「身体障害者（脳性麻痺と四肢麻痺）の２６歳男性です。企業就労などの合理的配慮は

どの程度のものを想定されているのでしょうか。たとえばトイレ介助などの配慮も含むと

考えてよろしいのでしょうか。」 

近藤 これはすごく重要なポイントです。職場でのトイレ介助の場合はヘルパーがいりま

すよね。障害者総合支援法という法律があり、日常生活でヘルパーをつけることは認めら

れているのですが、たとえば学校に通う、企業に就労する場合となると、基本的には、そ

の法律のカバー範囲ではなくなってしまうのです。 

とくに議論となるのは、大学のケースです。通常の義務教育あるいは高校教育の過程で

は、なんとか県の教育委員会や自治体がお金を出してヘルパーをつけてくれる事例もちら

ほら出てきています。しかし、大学の職員が食事介助やトイレ介助をすることに関しては

積み上げがあまりありません。 

中には、独自でそうした支援を提供している大学もあります。あるいは自治体が支援の



幅を広げてくれて、大学に通うときもお金を出して介助者をつけてくれるケースもありま

す。しかし、ほとんどの大学や通常の企業においては、積極的にお金を出して食事介助や

トイレ介助に取り組むような事例はまだまだ少ないのが現実です。 

荻上 仕事の種類にもよりますよね。土木作業の仕事で工事現場などに通う方なのか、特

定の同じ事務所に通い続ける方なのか、訪問業務いろいろ場所に移動する方なのか。また、

必要となるトイレのキャパシティーによっても、また違ってきますよね。 

そうした中で、「トイレ介助等も合理的配慮に含まれるのか」については、それが大前提

とまでは結論づけられないが、議論の余地はあると当然考えられるわけですか。 

近藤 そう思います。合理的配慮とは、みんなに等しい機会を保証すること（イコール・

オポチュニティ）、障害があろうがなかろうが、人間なら誰でもその機会に参加できるとい

うこと（イコール・アクセス）を認めた上で、調整をして障害がある人も参加できるよう

な環境に変えていくということです。 

たとえば、アメリカで面白い事例があります。ニューヨーク州のある大学の学長にお話

を伺ったのですが、その大学では聴覚障害のある学生が 2000人います。その人たちは他の

学生と一緒に学んでいるので、手話通訳のスタッフをフルタイムで 200 人雇っており、週

の半分、授業に入ってずっと手話通訳をさせているのだそうです。 

では残りの週の半分、スタッフは何をしているのかと聞いたら、そこは工学系の大学で

したので、最先端の工学知識を手話で通訳するために手話の勉強をしていると。それでフ

ルタイムで雇っているというわけです。それを聞いて、私は「それって合理的配慮を大き

く超えた『配慮』ですよね」と言いました。 

すると、その学長は「その理解はおかしい」と。合理的配慮が果たさなければならない

のはイコール・アクセスなのだ、と言うのです。「私たちは聴覚障害がある学生も、ろうの

学生も、通常の学生も、みんなが教育機会を等しく受けることを保証したい。だから、私

たちがやっているのは特別な支援ではなく、合理的配慮なのだ」と。 

荻上 それによって多くの手話通訳者の方の雇用が生まれているし、スキルを身につけて

キャリアアップに繋がる効果もありますよね。 

近藤 合理的配慮とは、その場を共有する人たちの間での合意形成なので、トイレ介助を

加重な負担だと思われるところも当然あると思います。職務の内容や、賃金にもよります

よね。こういうことは言いたくないですが、職場ではその人の生産性やアウトカムと天秤

にかけられるケースも当然あると思います。どこまでが合理的配慮かは本当にケースバイ

ケースなので、本人がどう求めていくかという点はかなり大きいと思います。 

荻上 そうですね。大野さんいかがですか。 

大野 日本の現状だと、障害者差別解消法が施行されて運用に入っても、企業側の認識が

高まらないと最初から諦めてしまっていたり、困難性を抱えているのに機関側に伝えられ

ないという当事者の方が圧倒的大多数なのではないかと思います。しかし、この法律では

ニーズの発現者は本人、とはっきり規定していますから、ご本人が勇気を持って機関側に

伝えていくことも大事だと思います。 

先日、熊本の震災で、神経難病の女性が震災関連死で亡くなりました。疾患の影響で通

常の避難所で過ごすことは難しいため、体調不良にもかかわらず車中泊をお続けになって

いました。福祉避難所等の情報を知らずに、本来要援護者である患者さんがこのような形

で亡くなられてしまいました。難病の方は手帳を保持していなかったり、差別をおそれて

疾患を隠して生活していたり、普段から社会サービスに十分に包摂されていないケースが

あることを念頭に置いておく必要もあります。 

困っているけど、上手く説明できないときは？ 

荻上 リスナーから、こんなメールがきています。 

「私は精神障害者保険福祉手帳 3級をもつ 30歳の男性です。今は大学で授業補助員のア

ルバイトをしています。相談したいのは、障害者は合理的配慮について会社側とどのよう

に交渉すればよいのかということです。合理的配慮の情報を集めていますが、会社側がど



う対応するのかという情報がほとんどです。今度、就職する際には会社ともっと上手く交

渉したいと思っています。」 

大野 合理的配慮の提供義務は機関側にあるので、確かに本人の対応に関するガイドライ

ンのようなものは現状では見当たらないかもしれませんね。私が 2013年に今の大学院の博

士前期過程に入ったときは施行前でしたが、入学試験の段階から必要な合理的配慮に関し

て願書に文章を入れて、事前にお伝えしておきました。その後、個別に連絡をとって「願

書提出の際に文章でお伝えしたのですが、配慮提供についてご検討いただけますか」と相

談して回答を待つという形をとりました。大学側はご検討下さいました。 

入学試験の面談の際も、配慮提供の条件について簡単な確認がありました。スーパーバ

イザーの先生のご尽力があり、支援体制の構築について研究科の先生方は皆さんご理解深

く、先生方が応援して下さったことも大きいと思います。機関側の組織において、人的な

リソースや担当協力者をご本人が見つけやすい仕組みを作ることも、今後は重要な課題と

なるでしょう。 

交渉の方法は場面に応じて人それぞれと思いますが、障害者差別解消法が背景にあると

いうことも伝えながら、文書などで具体的に連絡をとりあっていく形になると思います。 

荻上 まずは伝えていくことが大事だということですね。近藤さんはいかがお感じになり

ますか。 

近藤 とくに障害の種類によっては、スティグマ（社会的な偏見の烙印）のように、それ

を伝えることで自分が排除されてしまうと恐れている方もいらっしゃると思います。です

から、本当に求めていいのかどうかで迷う方は大変多いでしょう。 

ただ、改正雇用促進法では当事者から申し出があればちゃんと話を聞かないといけない

と定めていますし、障害者差別解消法においても、啓発はしないといけないと言っていま

す。ですから、今後は管理職向けの講習なども開かれていくと思います。 

また、実は改正雇用促進法のなかで求めていることはもう一つあります。それは、当事

者側が自分の困っていることを言えない場合もありますよね。あるいは、自分のニーズを

うまく言えない。もしそれが、「こう調整してもらえると自分はこんなことができるのです

が、検討してもらえますか」と言えれば、企業側はイエス・ノーで言えばいいので楽です

よね。しかし、ただ「困っているんです」と言ってくることもあるし、見るからに困って

いるんだけど本人が言ってこない場合もあるわけです。 

荻上 自覚症状が難しい発達障害当事者のケースであるとか、それを言語化することが難

しい知的障害の方ですとか、いろいろな方がいらっしゃいますよね。 

近藤 そうです。ですから、そうした場合には「建設的対話」を働きかけることが求めら

れます。つまり、本人側がはっきりと伝えられないときに、管理職のサイドが「困ってい

るようだけど、何かできることはあるだろうか」と対話を働きかける。それを建設的対話

といいます。 

ただ、それを始められるのは、障害がある人を排除するようなレベルではなく、むしろ

障害がある人と一緒に働いたり、ともに暮らしていくことをウェルカムしていく態度が根

付いたときなのだと思います。これは、卵が先か鶏が先かという話ですが。 

荻上 このメールの方も、今は個人として企業側に交渉していくことが前提となっていま

すが、これから社会が変わっていけば、ある程度企業側も情報を得やすい状況になるかも

しれないですよね。 

たとえば SNSやインターネット上で、当事者の方が「発達障害あるある困ったことリス

ト」のようなものを公開したり、「自分が該当する困っていることはこれで、こうすれば解

決される」と簡単に説明できるような道具が共有されていけば、より交渉もしやすくなる

かもしれません。法律が動きだすにつれて、説明のしやすい環境が整っていく面もあるこ

とは強調したいと思います。 

近藤 そうですね。それともう一つあるのは、やはり当時者サイドも実際に配慮を受けて

環境を調整された経験がないと、この配慮が自分に合っていたと分からないですよね。そ



れが分からない状態で、当事者だけ説明する責任があるというのはアンフェアだなと思い

ます。 

大学までの間にいろいろ経験しておくことも重要だと思いますが、配慮されて良かった

と思える経験を積まないと、それを比較することができないと、なかなか自己決定はでき

ないですよね。そういう経験が増えるような社会にしておくべきだと思います。 

限りあるリソースの中で 

荻上 こんなメールもきています。 

「車椅子ユーザーです。毎日、自宅の目の前にある駅から電車で通学しています。とこ

ろが、昨年４月から早朝と夜間は無人駅になり、その時間帯は駅で乗車・降車ができませ

ん。乗車・降車の際、車掌さんなどにスロープを出してもらえないかと聞きましたが、『車

両から離れたら安全確保ができない。一つ前の有人駅で降りてください。』と言われました。

事業者側の顧問弁護士は、これは差別解消法に反していないというのですが、どうなので

しょうか。」 

近藤 かなり難しい問題ですよね。ただ、求めていくことはおかしいことではないので、

対話を続けていくしかないと思います。日本の法律というのは調停が何重にも入る仕組み

になっているので、いろいろなところに相談して、上手くいかなかったら次の段階で調停

をお願いする。とくに前例が少ないケースでは、自分から対話を積極的にやっていき、フ

ロンティアになることがどうしても必要になってくると思います。 

荻上 おそらく、このメールの方は自宅の近くの駅を利用したいという明確なニーズがあ

るわけですよね。それを、いきなり一つ前の有人駅で降りてくださいというのは乱暴なよ

うな気もします。別の方法で段階的なやり口を検討することはできそうですよね。 

たとえば、民間の方に車両から離れたところでの移動の介助をお願いするなどして、車

掌さんはスロープを手渡すだけで良いという形にするとか。介助をする人も切符代は無料

で駅の中に入れるようにしたり、乗車する時と降車する時とで別の人が分担して介助をす

るなど、さまざまな構想の余地はあると思います。 

近藤 そう思います。合理的配慮とは、どこかの部分で柔軟な調整をしなければならない

ので、とにかく建設的対話を働きかけてみるしかないんですよね。 

荻上 その間の道筋をもう少し探る余地がありそうですよね。それを探るのが合理的配慮

なので、探らずにいきなり隣の駅まで自力で行けというのは差別解消法の理念に反する気

がします。ただ、それが違法なのかと言えば、明確にはそうとは言えないと。 

近藤 そうですね。何が違法かという最終的な決着は裁判所の規範的な事例が示していく

ことですが、対話をすることは法の趣旨として勧めているものなので、それは引き続き行

って良いことだと思います。 

荻上 車椅子ユーザーの大野さんはどうお感じになりましたか。 

大野 とくに地方の調査に行くときに感じることですが、高齢化が進行して自治体の人口

が減少しているような地域では、一般の人々に対する社会サービスの質自体が低下してい

る場合があるということです。当事者の方がより発現しにくいような環境が生じていると

考えられます。 

荻上 限りあるリソースのなかで、どうすれば当事者がより生きやすくなるのでしょうか。 

大野 合理的配慮の提供は、新しいテクノロジーによって解決を促進していくという方向

性もあります。例えば発達障害の方への提供の際に iPad を教育現場に導入するなど、コス

トをなるべくかけずに合理的な調整をしていく方法もあると思います。コストはある程度

かかるけれど、一旦の調整がご本人以外の多くの方々の便宜を図る結果となる場合もあり

ます。 

東京都内の地下鉄などでは、無人でも使用できるスロープ付きの自動ホームドアを設置

している場所もありますね。このような施設はご本人だけでなく、その他の大勢の高齢者

の方々やベビーカーユーザーの方々の使いやすい一般的な形態として維持することが可能

です。 



荻上 そうですね。最新の福祉機器を紹介している「国際福祉機器展」などに行くと、キ

ャタピラー型の車椅子や、一段くらいの段差だと自力で乗り越えることができる車椅子な

ども展示されています。そうしたものが当たり前になれば、ゆくゆくはスロープは不要だ

という状況になるかもしれない。ただ、今は明日の通勤・通学で困っているので、おそら

く駅と交渉するだけでなく、市役所や地域の NPO団体と交渉して介助を手伝ってもらうと

か、やり口はいろいろあると思います。 

近藤 大学の支援なども全く同じで、合理的配慮だから自分たちだけでやらなきゃいけな

いと考え始めると、必ず袋小路になります。保証しなければならないのは、その人が今や

りたいと思っていることです。そのためには柔軟に、使えるリソースは何でも使っていく

べきです。 

荻上 なるほど。リスナーからのメールをご紹介します。 

「私が感じるのは、見た目には障害者と分からない、学習障害に対する差別です。学習

障害者は他人とのコミュニケーションも普通にできるので、社会的に認識がほとんどない

のが現状。福祉の面からも学習障害者は事実上、障害として認められていない、言わば障

害者として抜け落ちている存在です。 

就職をしたくても単に能力がないと判断され、また国からも障害者としても認められて

いないので、障害者手帳も交付されない、支援も全く受けられないのが長年に渡って続い

ています。ですから、学習障害者についてもっと理解をしてもらい、国と社会から障害者

として認めてもらいたい。差別や偏見もなくなって支援もしてほしいと思います。」 

そして、もう 1通ご紹介します。 

「脳性麻痺と内部障害のある障害者です。大学で教員をしています。どんな社会になっ

て欲しいかと言えば、言いたいことはいくつかあります。それなりの年数を生きてきて感

じるのは、障害のある人が社会を変える、変えられる存在になれる社会にしたいというこ

とです。 

どうしても社会では障害のある人は福祉サービスを受けるひと、支えられる人といった

受け身のイメージで見られがちで、自分も周囲の目を過剰に意識して、目立ちすぎないよ

うにこっそり生活をしてきました。幼少期から障害のある人はない人とは異なる空間、特

別支援学校・特別支援学級で教育を受けることが多く、健常者と障害者の関わりに大きな

壁ができてしまっています。 

合理的配慮を円滑に行うには幼少期からの相互の関わりを増やすことが必要だと思いま

す。そうすれば、障害がある人ももっと社会に積極的に関わり、変革者になれるのではな

いでしょうか。」 

合理的配慮をしてあげるように学びましょうと言うだけではなく、今までの「障害」の

枠組みや関わり方の関係性そのものを見直していく機会にしてほしいというメールが二つ

続きました。 

近藤 今回の法改正で日本は初めて合理的配慮というアプローチに入るので、やはり必要

になってくるのは障害のある当事者がしっかり声をあげていくことだと思います。そして、

障害があることを歓迎して一緒に過ごしていくことが当たり前になるような社会を強く願

っています。 

大野 昨年にアメリカへ調査に行ったとき、差別解消法の産みの親でも

ある ADA 法（1990 年成立）が成立してちょうど 25 周年でした。あち

こちで 25周年をお祝いするパレードが行われていて、合理的配慮の提供

は既に一般的な規範として社会に定着していました。日本でもきっと、

そうなると思います。 

荻上 今後いろいろなケースが出てくると思いますので、「この場合の合

理的配慮はどうなんだろう」と語り合う場を大切にしていきたいですよね。 
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